
処理者 内容 時期 備考

総会終了後～ <提出先>
７月１１日（金） 中原区役所危機管理担当

8月中

8月中

8月中

<通知先>
9月中旬

（２）事前申請について

　エ　調整結果の通知
　　　 危機管理担当から自主防災組織へ調整結果と本申請の案内を通知します。
 　　　→　本申請（27ページ）へ

　ウ　補助金額には限りがあります。補助金の申請額の合計が予算額を上回ったときは、
　　　　「川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金中原区申請事前調整実施内規（以下
　　　　「内規」　41ページ）」の規定に基づき交付団体の調整を行います。

計画書の提出があった
自主防災組織

（１）資器材購入補助金の事前申請の流れ

４　防災資器材購入補助金について

　ア　「防災資器材整備計画書」の提出
　　　 補助金の受給を希望される組織は、防災資器材整備計画書と見積書を
　　　 令和７年７月１１日（金）までに危機管理担当宛てご提出ください。
　　　 インターネット、メール、紙での御提出が可能です。

　イ　対象となる資器材は、防災資器材購入品目一覧表（47～48ページ）のとおりです。
　　　なお、同表に記載がなく不明な場合は、事前に事務局へお問い合わせください。

事前申請フォームはこちら→

URL:https://logoform.jp/f/KYfpl

防災資器材整備計画書・
見積書 提出

計画書の集約･整理

審査･調整

自主防災組織

中原区役所
危機管理担当

調整委員会

受給優先団体の決定役員会

調整結果を通知
中原区役所
危機管理担当

本申請へ

事前申請

（27ページ）
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中原区自主防災組織連絡協議会会長　様

１　自主防災組織の
　　構成世帯数

世帯

２　購入予定金額 円（税込）

３　購入予定資器材及び金額

品名 数量 単価 金額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※　必ず見積書を添付してください。

４　過去３年間の補助金の受給実績及び購入品目
年度 受給金額

５　資器材整備状況
　現在貴自主防災組織において所有している資器材について記入してください。

品名 数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

円令和　　　年度

合計

消費税額

令和　　　年度

令和　　　年度 円

円

購入品目

小計

防災資器材整備計画書
　　　　年　　　月　　　日

自主防災組織名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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中原区自主防災組織連絡協議会会長　様

１　自主防災組織の
　　構成世帯数

世帯

２　購入予定金額 円（税込）

３　購入予定資器材及び金額

品名 数量 単価 金額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※　必ず見積書を添付してください。

４　過去３年間の補助金の受給実績及び購入品目
年度 受給金額

５　資器材整備状況
　現在貴自主防災組織において所有している資器材について記入してください。

品名 数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

円令和　　　年度

合計

消費税額

令和　　　年度

令和　　　年度 円

円

購入品目

小計

防災資器材整備計画書
　　　　年　　　月　　　日

自主防災組織名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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危機管理町内会

中原　太郎

０４４ー７４４ー３１４１

　　
日付は空欄

記載例

８６，３５０

62５

水バケツ

ヘルメット

リヤカー
発電機

５

２０

２

１

５００

1、０００

３，０００

５０，０００ ５０，０００

６，０００

２０、０００

２，５００

７８，５００

７，８５０

８６，３５０

購入予定資器材の品名・数量・金額
が分かる書類（見積書など）を
必ず添付してください。

３

４

５

０

０

８０，０００ はしご、救急箱、携帯ラジオ、懐中電灯

消火器

バール

はしご

救急箱

携帯ラジオ

懐中電灯

１５

３

３

１

１０

２０



（３）資器材購入補助金の本申請の流れ

処理者 内容 時期 備考

提出期限
　9月26日（金）

申請書提出から ※交付決定通知書を受領した
約14日以内 後に資器材を購入してください。

※購入時点では、補助金は
　振り込まれません。
※購入金額が決定額を超える
　場合は必ず購入前に
　危機管理担当までご連絡くださ
い。

提出期限
2月2日（月）

書類提出から
約14日以内

請求書提出から
約１ヶ月以内

補助金申請書提出
（本申請）受給優先団体

中原区役所
危機管理担当

審査･決定
交付決定通知書送付

受給優先団体

中原区役所
危機管理担当

審査･決定
交付確定通知書送付

防災資器材購入

補助金の振込

受給優先団体 補助金受理

防災資器材購入報告書
補助金交付請求書 提出

本申請
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（４）本申請について 

ア 申請書の提出（９月２６日（金）まで） 

９月中旬に危機管理担当から計画書の提出のあった自主防災組織へ調整結

果を通知いたします。補助金を受給できる自主防災組織には、次の書類を同

封します。ご記入の上、通帳の写しを添えて、危機管理担当までご提出くだ

さい。 

 

・防災資器材購入補助金交付申請書（29 ページ） 

・自主防災組織編成表（31 ページ） 

・防災資器材購入品目一覧表（33 ページ） 

 

イ 交付決定通知書の送付 

危機管理担当から「防災資器材購入補助金交付決定通知書（以下、「通知書」）」

を送付します。 

交付決定通知書を受領後に防災資器材を購入してください。 

 

ウ 購入報告書等の提出（２月２日（月）まで） 

上記イ交付決定通知書に次の書類を同封いたします。資器材を購入後、ご記

入の上、領収書(写)※を添付し、危機管理担当までご提出ください。 

・ 防災資器材購入報告書（35 ページ） 

・ 防災資器材購入補助金（概算）交付請求書（39 ページ） 
 
※領収書（写）に、購入した品目、数量及び金額が明記されていない場合は、

それらが記載されている業者が発行した書類（納品書等）を併せて添付し

てください。「防災資器材一式 ○○○円」や「お品代 ○○○円」は認めら

れません。 
 

  ※購入報告書に記載する金額は、資器材本体の実費負担額をご記入ください。 

   ポイント利用による割引や配送料などは補助金交付額に計算されません。 
 

 

エ その他 

本申請の交付申請書、購入報告書の提出者欄の押印は不要です。ただし請求

書は、引き続き押印が必要です。 

また、修正液、修正テープによる記載の訂正は不備扱いとなります。 
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第１号様式 

担任   

 

防災資器材購入補助金交付申請書 
 

  年  月  日  

 

 （宛先）川 崎 市 長 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （ 氏名）           

電    話                     

 

本年度において、次のとおり防災資器材の購入を計画しましたので、補助金の交付を申請します。なお、

本件防災資器材は、消防法等関係法令に基づく設置義務のあるものではなく、自主防災活動に供するため

購入するものです。 

 

１ 町内会・自治会等の名称                          

２ 自主防災組織の構成世帯数                   世帯  

３ 購入予定総額                             円  

４ 補助申請金額                             円  

５ 添付書類                      (1) 自主防災組織の編成表 

(2) 防災資器材購入品目一覧表 

(3) 見積書等（写） 

６ 本申請の連絡先              氏 名                   

電 話                   

 

 ※ 他の自主防災組織と連名で申請を行う場合は、本申請書のほか、「防災資器材購入補助金 

連名申請申出書（第２号様式）」を併せて提出してください。 

なお、連名申請の場合は、本様式には代表となる自主防災組織に係る情報を記入してく

ださい。 

備 考 

 

   暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部に照会する

ことについて同意します。 
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第１号様式 

担任   

 

防災資器材購入補助金交付申請書 
 

  年  月  日  

 

 （宛先）川 崎 市 長 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （ 氏名）           

電    話                     

 

本年度において、次のとおり防災資器材の購入を計画しましたので、補助金の交付を申請します。なお、

本件防災資器材は、消防法等関係法令に基づく設置義務のあるものではなく、自主防災活動に供するため

購入するものです。 

 

１ 町内会・自治会等の名称                          

２ 自主防災組織の構成世帯数                   世帯  

３ 購入予定総額                             円  

４ 補助申請金額                             円  

５ 添付書類                      (1) 自主防災組織の編成表 

(2) 防災資器材購入品目一覧表 

(3) 見積書等（写） 

６ 本申請の連絡先              氏 名                   

電 話                   

 

 ※ 他の自主防災組織と連名で申請を行う場合は、本申請書のほか、「防災資器材購入補助金 

連名申請申出書（第２号様式）」を併せて提出してください。 

なお、連名申請の場合は、本様式には代表となる自主防災組織に係る情報を記入してく

ださい。 

備 考 

 

   暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部に照会する

ことについて同意します。 
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危機管理町内会

日付は空欄

通帳の写しも
併せてご提出ください。

中原区小杉町３－２４５

会長 中原　太郎

７４4-3141

危機管理町内会

２００

自主防災組織（町内会・自治会
マンション管理組合など）に
加入している世帯数

８２，４２５

４１，２００

【書き損じの訂正不可】
調整結果に記載の金額を
それぞれ記入

中原　太郎

０４４—７４４ー３１４１

印鑑不要に
なりました！

自主防災組織の
代表者名を記載してください

申請に関する担当者と、
連絡先を記載してください。
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危機管理町内会

中原　太郎

田中　●● 鈴木　▲▲

▲▲　一郎 ●●　花子 △△　一郎 ◆◆　一郎佐藤　■■

記載例



（↓該当する品番に○印をつけてください）

分類 対象資器材 備考 数量 単価(円) 金額(円)

①消火器 ・詰め替えを除く

②消火器用格納箱

③水バケツ

④消火ホース
(消防用ホース)

⑤消火ホース用ノズル

⑥屋外消火栓用器具
・消火栓開閉用器具
・スタンドパイプ等のジョイント（媒介）器具類

⑦消火ホースキット
・消火ホース、消火ホース用ノズル、屋外消火
栓用器具がセットになったもの

⑧その他 ・その他災害時の消火に用いる用具

①のこぎり

②バール

③かけや

④つるはし

⑤スコップ

⑥手斧・なた

⑦ジャッキ

⑧カラビナ

⑨ロープ

⑩ウインチ

⑪ハンマー

⑫番線カッター

⑬はしご ・脚立を含む

⑭その他 ・その他災害時の救出救助に用いる用具

①救急箱 ・医薬品のみ（単品）の購入は除く

②担架

③車椅子

④ＡＥＤ ・据付用格納箱等を含む

⑤その他 ・その他災害時の救護に用いる用具

①ヘルメット

②防災用被服

③腕章

①トランシーバー
・免許を要する場合、免許申請等にかかる費用は除
く

②携帯ラジオ

③メガホン類

④その他 ・その他災害時の通信に用いる用具

①防災倉庫

②防災用品保管庫

①鍋・釜類

②炊飯器具セット

③水タンク

④カセットコンロ

①テント

②仮設トイレ

③防水シート

④懐中電灯

⑤リヤカー

⑥避難誘導棒

⑦毛布

⑧エレベータ用防災セット
・消耗品（中身）のみの購入は除く
・エレベータに設置するものに限る

⑨ボート
・荷物搬送用として使用するものに限る。
・船外機の購入は除く。

⑩カラーコーン ・重り等付属品も含む。

①発動発電機

②蓄電池 ・個別使用・配布する物は除く

③投光機

④コードリール

⑤チェンソー

⑥エンジンカッター

⑦ろ水機・浄水機

⑧可搬型消火ポンプ

⑨排水ポンプ

⑩ガソリン携行缶

５　通信器具類

６　防災倉庫類

防災資器材購入品目一覧表

小計

１　消火用具類

・水道用ホース等日用品の部類は除く

２　救出救助器具類

・救助器具セット等を含む

３　救護用具

４　防災被服類

・工事費用を除く
・整理棚は倉庫購入時のみ可能
・多人数が使用するものに限る
・個別使用・配布するものは除く

７　炊事器具類

８　その他

・多人数が使用するものに限る
・個別使用・配布するものは除く

※上表に掲げる資器材の維持管理に要する消耗品類は除く。
※補助対象品目は、原則として上表に掲げるものとするが、第３条に規定する用に供するもので、市長が特に必要と認める場合は、
　この限りでない。
※消防法等関係法令により設置が義務付けられているものについては交付対象としない。

・多人数が使用するものに限る。
・個別使用・配布するものは除く

９　維持管理体制
の必要な資器材

消費税額及び地方消費税額

合計
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（↓該当する品番に○印をつけてください）

分類 対象資器材 備考 数量 単価(円) 金額(円)

①消火器 ・詰め替えを除く

②消火器用格納箱

③水バケツ

④消火ホース
(消防用ホース)

⑤消火ホース用ノズル

⑥屋外消火栓用器具
・消火栓開閉用器具
・スタンドパイプ等のジョイント（媒介）器具類

⑦消火ホースキット
・消火ホース、消火ホース用ノズル、屋外消火
栓用器具がセットになったもの

⑧その他 ・その他災害時の消火に用いる用具

①のこぎり

②バール

③かけや

④つるはし

⑤スコップ

⑥手斧・なた

⑦ジャッキ

⑧カラビナ

⑨ロープ

⑩ウインチ

⑪ハンマー

⑫番線カッター

⑬はしご ・脚立を含む

⑭その他 ・その他災害時の救出救助に用いる用具

①救急箱 ・医薬品のみ（単品）の購入は除く

②担架

③車椅子

④ＡＥＤ ・据付用格納箱等を含む

⑤その他 ・その他災害時の救護に用いる用具

①ヘルメット

②防災用被服

③腕章

①トランシーバー
・免許を要する場合、免許申請等にかかる費用は除
く

②携帯ラジオ

③メガホン類

④その他 ・その他災害時の通信に用いる用具

①防災倉庫

②防災用品保管庫

①鍋・釜類

②炊飯器具セット

③水タンク

④カセットコンロ

①テント

②仮設トイレ

③防水シート

④懐中電灯

⑤リヤカー

⑥避難誘導棒

⑦毛布

⑧エレベータ用防災セット
・消耗品（中身）のみの購入は除く
・エレベータに設置するものに限る

⑨ボート
・荷物搬送用として使用するものに限る。
・船外機の購入は除く。

⑩カラーコーン ・重り等付属品も含む。

①発動発電機

②蓄電池 ・個別使用・配布する物は除く

③投光機

④コードリール

⑤チェンソー

⑥エンジンカッター

⑦ろ水機・浄水機

⑧可搬型消火ポンプ

⑨排水ポンプ

⑩ガソリン携行缶

５　通信器具類

６　防災倉庫類

防災資器材購入品目一覧表

小計

１　消火用具類

・水道用ホース等日用品の部類は除く

２　救出救助器具類

・救助器具セット等を含む

３　救護用具

４　防災被服類

・工事費用を除く
・整理棚は倉庫購入時のみ可能
・多人数が使用するものに限る
・個別使用・配布するものは除く

７　炊事器具類

８　その他

・多人数が使用するものに限る
・個別使用・配布するものは除く

※上表に掲げる資器材の維持管理に要する消耗品類は除く。
※補助対象品目は、原則として上表に掲げるものとするが、第３条に規定する用に供するもので、市長が特に必要と認める場合は、
　この限りでない。
※消防法等関係法令により設置が義務付けられているものについては交付対象としない。

・多人数が使用するものに限る。
・個別使用・配布するものは除く

９　維持管理体制
の必要な資器材

消費税額及び地方消費税額

合計
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記載例

５　　　 　 500　　　 　 2,500

２　　  ３，０００　　 　６，０００

１　  ５０，０００　  ５０，０００

７８，５００
７，８５０

８６，３５０

２０　  １，０００　　 ２０，０００



 

第７号様式 

担任   

防災資器材購入報告書 

  年  月  日  

（宛先）川崎市長 

 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （氏名）           

 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号により交付の決定を受けた防災資器材購入補助金に

ついて、次のとおり防災資器材を購入しましたので、領収書（写）等を添えて報告します。 

品    目 数 量 金  額（円） 保管場所 

    

    

    

    

    

    

合     計         円  

※ 領収書は、品目、数量及び金額が記載されたものを添付すること。領収書に品目、数量及び金額の記載

がない場合は、それらが記載されている購入業者が発行した書類を添付すること。 

 

（連名申請の

場合に使用） 

 

代表となる自

主防災組織以

外の自主防災

組織の確認欄 

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

備 考 
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（継続用紙） 

 

品    目 数 量 金  額（円） 保管場所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合     計 
 

       円 
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37

記載例

申請書と同じ代表者名の記入をお願いいたします。

危機管理担当で記入します。

水バケツ
ヘルメット

５
２０

２，５００
２０、０００

８４，７８０

６，２８０消費税 税抜金額を記載した場合は
消費税をご記入ください。

町内会防災倉庫

町内会防災倉庫

必ず『領収書（写）』を添付してください。

※重 要

商品の合計額をご記入
ください。（数量×単価）

危機管理町内会

中原区小杉町３－２４５

会長 中原　太郎

日付は空欄

印鑑不要に
なりました！
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※品目が多数あり、１枚目に書ききれない場合は
こちらにご記入ください。
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第８号様式 

担任   

 

防災資器材購入補助金（概算）交付請求書 
 

  年  月  日  

 

 （宛先）川 崎 市 長 

 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （氏名）        印  

電    話                     

 

 

      年  月  日付けで交付が決定されました川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金につい

て、次のとおり交付を請求します。 

 

１ 補助金請求金額               円 

 

２ 振込先 

金 融 機 関 名 銀行                      支店 

預 金 種 別 １ 普通 ２ 当座 口座番号        

フリガナ  

口 座 名 義 

（受取人）  名 義 

 

３ 委任状（請求人と受取人が違う場合は記入が必要となります。） 

委任者  自主防災組織名                        

代 表 者 住 所                        

代 表 者 氏 名                    印   

私は、次の者を代理人に定め、川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金の受領に関する権限を委

任します。 

受任者 団体名                           

      住 所                           

      氏 名                      印    

※振込先の通帳の写し（表紙と表紙裏面（カナ氏名・支店名等が記載されている面））を添付して下さい。 

※口座名義（受取人）は正確に記入して下さい。 
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危機管理町内会

中原区小杉町３－２４５

会長 中原　太郎

７４４ ｰ３１４１

中原

●●● ▲▲▲

０ １ ２ ３ ４ ５ ６

ｷｷｶﾝﾘﾁｮｳﾅｲｶｲ　ｶｲｹｲ　ｺｽｷﾞ　ｲﾁﾛｳ

危機管理町内会 会計 小杉　一郎

危機管理町内会

中原区小杉町３－２４５

会長 中原　太郎 中原

危機管理町内会

中原区小杉町３－●●

会計 小杉　一郎
小杉

記載例

日付は空欄

請求金額は提出時に窓口で
確認の上、記入します。
空欄のままお持ち下さい。

申請書と同じ代表者名をお願いいたします。

申請時と同じ印をお願いします。

口座名義は正確に記載してください。
口座名義人が申請者名と異なる場合は、
委任状欄の記載が必要です。

代表者と口座名義人が
異なる場合は、口座名義人の
印鑑も押印してください。

提出もれ、記入誤りが多くみられますので、
特にご注意ください。

危機管理担当で記入します。

請求書は
印鑑が必要です！！
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（５）「川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金」 
中原区申請事前調整実施内規 

 
１ 目的 
 災害発生時における町内会・自治会等の自主防災組織が果たしている役割の重要性に

鑑み、区内の各自主防災組織における防災資器材整備が計画的かつ効果的に行われるこ

とを目的として、中原区自主防災組織連絡協議会（以下「協議会」という。）において、

防災資器材の購入補助金（以下「補助金」という。）申請について事前調整を行うもの

とする。 
 
２ 調整の方法 

補助金の事前調整は、次の手順により行うものとする。 
 （１）補助金を受給しようとする自主防災組織は、防災資器材整備計画書（以下「計

画書」という。）に必要な事項を記載し、協議会会長へ提出しなければならな

い。 
 （２）協議会は、提出された計画書に基づき予算執行限度額の範囲内で審査・調整を

行ない、受給優先団体を決定するものとする。 
 （３）受給優先団体と認定された自主防災組織は、川崎市長に防災資器材購入補助金

交付申請書を提出するものとする。 
 
３ 審査・調整の方法 
 計画書の提出があったときは、次の手順により受給優先団体の調整を行なうものとす

る。 
（１） 協議会会長は審査・調整委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その委

員を任命する。 
（２） 委員会は、計画書に基づき審査・調整を行ない、その結果を協議会の役員会

へ報告する。 
（３） 役員会は、委員会の報告に基づき審議を行ない、受給優先団体の決定をする。 
（４） 受給優先団体を決定したときは、協議会会長は計画書を提出した自主防災組

織へその結果を通知する。 
 
４ 審査・調整の基準 
 計画書に基づく審査・調整に当たっては、次の各号に留意して審議しなければならな

い。 
（１） 過去３年間の受給実績を勘案し、受給回数、受給金額の公平を図ること。 
（２） 設立後間もない自主防災組織からの基本的装備の購入希望に配慮すること。 
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 （３） 地域的均衡を勘案し、受給団体が偏在しないよう考慮すること。 
 （４） 地域的特性に基づく購入を希望する申請に配慮すること。 

（５） 長年にわたり、高額品の購入を希望しながら資金的制約により購入を見合わ 
せていた物件にかかる申請に配慮すること。 

 （６） 申請の総額を川崎市の予算執行限度額以内とすること。 
 （７） 申請の総額が川崎市の予算執行限度額を超えた場合は次の基準により調整す

ること。 
ア 申請額の合計が予算額を上回った場合、過去３年間の受給実績の合計額が

10 万円以上の団体を一律受給対象から除くものとする。 

イ アにおいて、予算に余裕が生じた場合には、その範囲内で既に受給対象から

除いた団体のうち、過去３年間の受給実績の少ない団体から順に受給優先団体

とする。 

ウ アにおいて、さらに予算額が不足する場合は、受給優先団体から不足額を按

分して減じるものとする。 
（８） 受給優先団体による資器材購入の取り止め等により、川崎市の予算執行額に

余裕が生じた場合には、次の基準により追加で支給ができるものとする。 

ア （７）のアにより除かれた団体の中の過去３年間の受給実績が少ない団体か

ら順に受給優先団体の地位を得るものとする。 

この場合において、受給できる補助金は（７）のウの規定を準用するものと

する。 

イ アにおいて、この優先権は当該年度限りとし、次年度に繰り越さないことと

する。 
 
５ 申請 
 受給優先団体と決定された自主防災組織は、補助金の申請を川崎市長へ行なうものと

し、その場合、計画書記載の品目を変更してはならない。 
 
６ その他 
 この内規に定めるもののほか、必要な事項については、役員会において定める。 
 

 附則 
この内規は、平成２０年４月１日から実施する。 
 
  附則 
この内規は、平成２３年５月２４日から実施する。 

 
附則 

この内規は、平成２４年５月２９日から実施する。 
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川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市自主防災組織育成指導要綱（昭和５８年４月１５日施行）第３条に基

づき認定された自主防災組織（以下「自主防災組織」という。）の育成と、防災体制の充実を図

るため、自主防災組織が防災活動を行ううえに必要な防災資器材の購入に対し、予算の範囲内で

補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（補助対象） 

第２条 前条に規定する補助金（以下「補助金」という。）の交付対象は、自主防災組織とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、自主防災組織の代表者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）に該当する場

合は、補助金を交付しないものとする。 

（防災資器材） 

第３条 補助金の交付対象となる防災資器材は、自主防災組織が防災活動の用に供するもので、別

表に掲げるものとする。なお、別表に掲げている防災資器材であっても消防法等関係法令により

設置が義務付けられているものについては交付対象としない。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、毎会計年度中に自主防災組織が防災資器材の購入に要する費用の２分の１

以下の額とする。 

ただし、次の各号により算出した金額の合算額を限度とし、１００円未満の端数は切り捨てる

。 

(１) 組織割（１自主防災組織につき） ３００，０００円 

(２) 世帯割（１世帯につき）         ６００円 

２ 次条第２項の規定による連名申請を行う場合における前項ただし書きの取扱いについては、連

名申請を行う自主防災組織の数にかかわらず、同項第１号に掲げる額に、当該連名申請を行う各

自主防災組織ごとに同項第２号により算出した額を加えた額を限度とし、１００円未満の端数は

切り捨てる。 

（補助金の交付申請） 

第５条 防災資器材の購入を計画し、補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、予

め、防災資器材購入補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に必要な事項を

記載し、市長に提出しなければならない。 

２ 近隣の複数の自主防災組織が共同で使用する防災資器材について、連名で購入を計画し、補助

金の交付を受けようとする場合は、連名で申請すること（以下「連名申請」という。）ができる。

この場合、連名申請を行おうとする自主防災組織は、予め、当該申請の代表となる自主防災組織

（以下「代表自主防災組織」という。）を定めるとともに、防災資器材購入補助金連名申請申出

書（第２号様式。以下「申出書」という。）に必要な事項を記載し、代表自主防災組織の代表者

は、申請書と併せて申出書を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交

付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、防災資器材購入補助金交付決定通

知書（第３号様式。以下「交付決定通知書」という。）により、申請書を提出した自主防災組織

（連名申請の場合においては、代表自主防災組織以外の自主防災組織を含む。）の代表者（以下
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「申請者」という。）に通知するものとする。 

３ 市長は、申請書の補助申請金額と交付する補助金の額が異なる場合は、交付決定通知書にその

理由を付して、申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の規定により補助金の交付を行わないことと決定したときは、防災資器材購入

補助金不交付決定通知書（第４号様式）にその理由を付して、申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条 前条第２項の規定による通知を受けた申請者（連名申請の場合にあっては、代表自主防災

組織の代表者）は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申

請を取り下げることができる。 

２ 連名申請の場合に、前項の取下げを行うときは、代表自主防災組織以外の自主防災組織の同意

を得るものとする。 

３ 前２項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第２項の規定による通知があった

日から起算して１４日以内に、防災資器材購入補助金交付申請取下届出書（第５号様式）を市長

に提出しなければならない。 

（変更申請） 

第８条 申請者（連名申請の場合にあっては、代表自主防災組織の代表者）は、第６条第２項の規

定による通知を受けた後、購入を予定する防災資器材の品目、数量又は金額に変更を生じたとき

は、防災資器材購入補助金交付変更申請書（第６号様式。以下「変更申請書」という。）に必要

事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、防災資器材の購入数量が減少した、又

は値引き等で価格が減少したことにより、購入総額が減少した場合は、この限りではない。 

２ 連名申請の場合に、前項の変更が生じたときは、代表自主防災組織以外の自主防災組織の同意

を得るものとする。 

３ 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、こ

の要綱の規定に適合していると認めたときは、交付決定通知書により、変更後の補助金の額を申

請者に通知するものとする。 

（購入報告） 

第９条 申請者は、防災資器材の購入を完了したときは、速やかに防災資器材購入報告書（第７号

様式。以下「購入報告書」という。）に必要事項を記載し、領収書（写）等を添付して、市長に

提出しなければならない。 

(補助金交付額の確定) 

第１０条 市長は、前条の規定による購入報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査

し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、防災資器材購入補助金交付額確定通

知書（第８号様式。以下「交付額確定通知書」という。）により、購入報告書を提出した申請者

に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査に当たり、必要があるときは、自主防災組織が購入した防災資器材の検査

を実施する。 

（補助金の交付及び請求） 

第１１条 補助金は、前条第１項の規定による補助金交付額の確定後、原則として申請者の指定す

る金融機関の預金口座に振り込むものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、補助金

の交付決定後に概算払いをすることができる。この場合において、申請者は、申請書に理由書を

添付して提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定により補助金を受けようとするときは、防災資器材購入補助金（概算）

交付請求書（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 
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（返戻） 

第１２条 前条第１項ただし書の規定により概算払いによる補助金の交付を受けた申請者は、防災

資器材購入報告書による購入額が、補助金交付決定時の購入予定額を下回った場合には、購入額

に対する第４条の規定による補助金相当額と既に交付した補助金額との差額を返戻しなければ

ならない。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は，補助金の交付を受けた申請者が、この要綱の規定に違反して虚偽その他不正の

手段で補助金の交付を受けたとき、又は第２条第２項に規定する場合は、補助金の全部又は一部

の返還を命ずることができる。 

 （確認） 

第１４条 市長は、必要に応じ、自主防災組織の代表者が暴力団員に該当するか否かを神奈川県警察

本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部

長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の

本人の同意を得るものとする。 

 （委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、防災資器材購入補助金の交付に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この要綱は、昭和５２年７月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に補助金の交付を受けている自主防災組織に対しては、第４条の規定により

算出した補助金の額から、既に交付した金額を差引いた額の範囲で補助金の交付を行うことができる。 

附 則 

この要綱は、昭和５８年４月２６日から施行し、昭和５８年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、昭和５９年５月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成７年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年９月２１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付要綱の規定は、平成 

２３年４月１日から適用する。 
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附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１４日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日３０川総危第１３０７号） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所

を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別 表（第３条関係） 

防 災 資 器 材 購 入 品 目 一 覧 表 
分類 対象資器材 備考 

１ 消火用具類  ①消火器  ・詰め替えを除く。 

②消火器用格納箱  

③水バケツ  

④消火ホース 
（消防用ホース） ・水道用ホース等日用品の部類は除く。 

⑤消火ホース用ノズル 

⑥屋外消火栓用器具 
・消火栓開閉用器具 
・スタンドパイプ等のジョイント（媒介）器具類 

⑦消火ホースキット 
・消火ホース、消火ホース用ノズル、屋外消火
栓用器具がセットになったもの。 

⑧その他 ・その他災害時の消火に用いる用具 

２ 救出救助器具類 ①のこぎり 

・救助器具セット等を含む。 

②バール 

③かけや 

④つるはし 

⑤スコップ 

⑥手斧・なた 

⑦ジャッキ 

⑧カラビナ 

⑨ロープ 

⑩ウインチ 

⑪ハンマー 

⑫番線カッター 

⑬はしご ・脚立を含む。 

⑭その他 ・その他災害時の救出救助に用いる用具 

３ 救護用具 ①救急箱 ・医薬品（中身）のみの購入は除く。 

②担架  

③車椅子  

④ＡＥＤ ・据付用格納箱等を含む。 

⑤その他 ・その他災害時の救護に用いる用具 

４ 防災被服類 ①ヘルメット  

②防災用被服  

③腕章  

５ 通信器具類 
①トランシーバー 

・免許を要する場合、免許申請等にかかる費用
は除く。 

②携帯ラジオ  

③メガホン類  

④その他 ・その他災害時の通信に用いる器具 

６ 防災倉庫類 
①防災倉庫 

・工事費用を除く。 

・整理棚は倉庫購入時のみ可能 

②防災用品保管庫 
・多人数が使用するものに限る。 

・個別使用・配布するものは除く。 

７ 炊事器具類 ①鍋・釜類 

・多人数が使用するものに限る。 
・個別使用・配布するものは除く。 

②炊飯器具セット 

③水タンク 

④カセットコンロ 

８ その他 ①テント 
・多人数が使用するものに限る。 
・個別使用・配布するものは除く。 

②仮設トイレ 

③防水シート 

④懐中電灯  

⑤リヤカー  

⑥避難誘導棒  

⑦毛布  

⑧エレベータ用防災セット 
・消耗品（中身）のみの購入は除く。 
・エレベータに設置するものに限る。 

⑨ボート 
・荷物搬送用として使用するものに限る。 
・船外機の購入は除く。 

⑩カラーコーン ・重り等付属品も含む。 

９ 維持管理体制の ①発動発電機  
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必要な資器材 ②蓄電池 ・個別使用・配布する物は除く 

③投光機  

 ④コードリール  

 ⑤チェンソー  

 ⑥エンジンカッター  

 ⑦ろ水機・浄水機  

⑧可搬型消火ポンプ  

⑨排水ポンプ  

⑩ガソリン携行缶  
 
※ 上表に掲げる資器材の維持管理に要する消耗品類は除く。 

※ 補助対象品目は、原則として上表に掲げるものとするが、第３条に規定する用に供するもので、市 

長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

※ 消防法等関係法令により設置が義務付けられているものについては交付対象としない。 
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第１号様式 

担任   

 

防災資器材購入補助金交付申請書 
 

  年  月  日  

 

 （宛先）川 崎 市 長 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （ 氏名）           

電    話                     

 

本年度において、次のとおり防災資器材の購入を計画しましたので、補助金の交付を申請します。なお、

本件防災資器材は、消防法等関係法令に基づく設置義務のあるものではなく、自主防災活動に供するため

購入するものです。 

 

１ 町内会・自治会等の名称                          

２ 自主防災組織の構成世帯数                   世帯  

３ 購入予定総額                             円  

４ 補助申請金額                             円  

５ 添付書類                      (1) 自主防災組織の編成表 

(2) 防災資器材購入品目一覧表 

(3) 見積書等（写） 

６ 本申請の連絡先              氏 名                   

電 話                   

 

 ※ 他の自主防災組織と連名で申請を行う場合は、本申請書のほか、「防災資器材購入補助金 

連名申請申出書（第２号様式）」を併せて提出してください。 

なお、連名申請の場合は、本様式には代表となる自主防災組織に係る情報を記入してく

ださい。 

備 考 

 

   暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部に照会する

ことについて同意します。 
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第２号様式 

 

 

防災資器材購入補助金 連名申請申出書 
 

 

  年  月  日  

 

 （宛先）川 崎 市 長 

 

連名申請に係る代表の 

自主防災組織名                     

代表者役職・氏名 （役職）   （ 氏名）           

 

       年  月  日付けで申請いたしました防災資器材購入補助金の交付について、次のとおり連名で

の申請としたいので申し出ます。 

 

 

（代表以外の自主防災組織） 

自主防災組織名  

代表者住所  

代表者役職・氏名 （役職）            （氏名）                     

電話  

町内会・自治会等の名称  

自主防災組織の構成世帯数  

添付書類 自主防災組織の編成表 

本申請の連絡先 氏名                  電話 
 

備 考 

 

暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部に照会する

ことについて同意します。 
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（継続用紙） 

 

 

自主防災組織名  

代表者住所  

代表者役職・氏名 （役職）            （氏名）                     

電話  

町内会・自治会等の名称  

自主防災組織の構成世帯数  

添付書類 自主防災組織の編成表 

本申請の連絡先 氏名                  電話 

 

 

 

 

 

自主防災組織名  

代表者住所  

代表者役職・氏名 （役職）            （氏名）                     

電話  

町内会・自治会等の名称  

自主防災組織の構成世帯数  

添付書類 自主防災組織の編成表 

本申請の連絡先 氏名                  電話 
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第３号様式 

 

防災資器材購入補助金交付決定通知書 

 

川 崎 市 指 令   第   号  

    年   月   日  

 

              川崎市 

                      

                      

  様  

 

      年  月  日付けで申請のありました川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金につきまして

は、川崎市自主防災組織資器材購入補助金要綱の規定に基づき、次の条件をつけて交付することを決定し

ましたので通知します。 

 

         １  交 付 金 額           円 

 

 

 

 

 

 

        ２ 上記１の額が申請書の補助申請金額と異なる場合はその理由 

 

 

 

 

川崎市長               印    

 

（補助金交付の条件） 

１ この補助金は、申請のあった防災資器材の購入のためにのみ使用すること。 

２ 防災資器材を購入したときは、速やかに防災資器材購入報告書（第７号様式）を提出すること。 

３ 補助金を上記１以外の目的に使用したとき又は書類の記載事項に虚偽不正の行為が認められたとき

は、補助金の全部又は一部を返還すること。 

４ その他 （                                                           ）  

 

連名申請の場合の内訳 
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第４号様式 

 

防災資器材購入補助金不交付決定通知書 

 

 

川崎市指令  第  号 

  年  月  日 

 

 

              川崎市 

                      

                    

  様 

 

      年  月  日付けで申請のありました川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金の交付につき

ましては、次のとおり不交付と決定しましたので通知します。 

 

 

 

川崎市長          印    

 

 

 

 

交付しない理由 
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第５号様式 

担任   

 

防災資器材購入補助金交付申請取下届出書 
 

  年  月  日 

 

 （宛先）川 崎 市 長 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （氏名）           

電    話                     

 

      年  月  日付け川崎市指令  第    号により交付決定通知のあった川崎市自主防災組織

防災資器材購入補助金について、当該補助金の交付の決定の内容又は交付の決定に付された条件のう

ち、次に掲げる事項について不服があるので、川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付要綱第７

条第２項に基づき補助金の申請を取り下げます。 

 

不服のある交付の決定の内容又は交付の決定

に付された条件 
理由 

  

 

（連名申請の場

合に使用） 

 

代表となる自主

防災組織以外の

自主防災組織の

確認欄 

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

備 考 
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第６号様式 

担任   

 

防災資器材購入補助金交付変更申請書 
 

  年  月  日 

 

 （宛先）川 崎 市 長 

 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （氏名）           

電    話                     

 

本年度において、次のとおり防災資器材の購入計画を変更しましたので、申請します。 

 

品   目 
変  更  前 変  更  後 

数量 金   額 数量 金   額 

     

     

     

     

     

     
 

（連名申請の

場合に使用） 

 

代表となる自

主防災組織以

外の自主防災

組織の確認欄 

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

備 考 
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第７号様式 

担任   

防災資器材購入報告書 

  年  月  日  

（宛先）川崎市長 

 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （氏名）           

 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号により交付の決定を受けた防災資器材購入補助金に

ついて、次のとおり防災資器材を購入しましたので、領収書（写）等を添えて報告します。 

品    目 数 量 金  額（円） 保管場所 

    

    

    

    

    

    

合     計         円  

※ 領収書は、品目、数量及び金額が記載されたものを添付すること。領収書に品目、数量及び金額の記載

がない場合は、それらが記載されている購入業者が発行した書類を添付すること。 

 

（連名申請の

場合に使用） 

 

代表となる自

主防災組織以

外の自主防災

組織の確認欄 

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

備 考 
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（継続用紙） 

 

品    目 数 量 金  額（円） 保管場所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合     計 
 

       円 
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 （継続用紙） 

（連名申請の

場合に使用） 

 

代表となる自

主防災組織以

外の自主防災

組織の確認欄 

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             

自主防災組織名                         

代表者住所                         

代表者役職・氏名 （役職）     （氏名）             
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第８号様式 

 

防災資器材購入補助金交付額確定通知書 

 

 

  川   第    号 

  年  月  日 

 

 

              川崎市 

                      

                    

  様 

 

 

 

      年  月  日付け川崎市指令  第    号により交付決定した川崎市自主防災組織防災資器材

購入補助金について、次のとおり交付額を確定しましたので通知します。 

 

 

         交 付 確 定 金 額           円 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市長        印    

 

 

 

 

 

 

 

連名申請の場合の内訳 
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第９号様式 

担任   

 

防災資器材購入補助金（概算）交付請求書 
 

  年  月  日  

 

 （宛先）川 崎 市 長 

 

自主防災組織名                     

代表者住所                     

代表者役職・氏名 （役職）   （氏名）        印  

電    話                     

 

 

      年  月  日付けで交付が決定されました川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金につい

て、次のとおり交付を請求します。 

 

１ 補助金請求金額               円 

 

２ 振込先 

金 融 機 関 名 銀行                      支店 

預 金 種 別 １ 普通 ２ 当座 口座番号        

口 座 名 義 

（受取人）  

フリガナ  

名 義 

 

３ 委任状（請求人と受取人が違う場合は記入が必要となります。） 

委任者  自主防災組織名                        

代 表 者 住 所                        

代 表 者 氏 名                    印   

私は、次の者を代理人に定め、川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金の受領に関する権限を委

任します。 

受任者 団体名                           

      住 所                           

      氏 名                      印    

※振込先の通帳の写し（表紙と表紙裏面（カナ氏名・支店名等が記載されている面））を添付して下さい。 

※口座名義（受取人）は正確に記入して下さい。 
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